
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 殊 詐 欺  ・ 悪 

 

質 

 

商 

 
撃 退 の た め 

法 

この電話は、振り込め詐欺などの

犯罪被害防止のため、会話内容が

自動録音されます。 

振り込め詐欺や悪質勧誘にも

有効だし安心・安全 



 

 

【個人情報のお取り扱いについて】 

申込書にご記入いただいた個人情報は、門真市が定める、「門真市個人情報の保護に関する法律

施行条例」に基づき、適切な保護措置を講じ、「特殊詐欺等被害防止機器無料貸し出し募集」に関

する各種サービスの目的で利用し、厳重に管理します。 

 

 



令和４年度 門真市特殊詐欺等被害防止機器モニターに対するアンケート結果（抜粋） 

 （58人中 47人回答） 

 
 

 

 
 

 

 

（ア）被害に

遭ったことが

あるから

8%

（イ）被害に遭

いそうになった

ことがあるから

49%

（ウ）ア・イには該

当しないが、防止対

策をしたかったから

30%

（エ）その他

13%

特殊詐欺等被害防止機器を借りたきっかけは何ですか（複数回

答可）

（ア）無く

なった

67%

（イ）減った

28%

（ウ）変化ない

0%

（エ）増えた

0% （オ）その他

5%

機器取り付け後に不審な電話や迷惑電話を受ける回数

に変化はありましたか

（ア）とても

好評だった

23%

（イ）おおむ

ね好評だった

34%

（ウ）変わ

らない

28%

（エ）あまり

良くなかった

2%

（オ）悪

かった

0%

（カ）その他

13%

87％の人が防止対策

のために機器を貸りて

います。 

機器を取り付けた後、

95％の人が迷惑電話が

「無くなった」「減った」

と回答しています。 

57％の人が、装置取り付

け後の反応は「とても好

評」「おおむね好評」と回

答しています。 



募集要領 

 

 

 

 

募集対象 
市内に居住する 65歳以上の者（以下「高齢者」という。）のうち、 

⑴高齢者単身世帯 ⑵高齢者のみが居住する世帯 

⑶１週間のうち４日以上かつ１日６時間程度ひとりもしくは高齢者のみにな

る世帯 

無料貸し出し 

期間 
令和５年６月１日（木）～令和６年３月３1日（日） 

装  置 特殊詐欺等被害防止機器（録音タイプ） 

募集世帯 50世帯       ※先着順になります 

ご協力 

いただく内容 
①装置の利用 ②アンケートのご協力 

お申し込み 

方法 

希望の方は、「特殊詐欺等被害防止機器無料貸し出し申込書」にご記入の上、 

門真市消費生活センターへお申し込みください 

注意事項 
 「特殊詐欺等被害防止機器」無料貸し出しは１世帯１台とさせていただき

ます。ただし、以前遮断タイプの特殊詐欺等被害防止機器を貸与していた

方は、再度申請していただけます。 

 「特殊詐欺等被害防止機器」に関わる電気代はご利用者の負担です。 

 電話機の環境によりご利用できない場合があります。 

 

 この機器を設置することにより、すべての悪質な電話を防げるわけではあ

りません。 

期間終了後 
無料貸し出し期間終了後も、継続してご利用を希望の場合は、そのままご利用

いただけます。 

 

門真市 市民文化部 産業振興課 消費生活センター 

〒571-00４８ 門真市新橋町３－３－２１７ 

門真プラザ２階 門真市駅前 

 TEL ０６－６９０２－７２４９ 

受付日時   月曜日～金曜日、第 2・第４土曜日（日曜日・祝日は除く） 

9：00～17：30 


